
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号

港
湾
労
働
法
施
行
令

内
閣
は
、
港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
、
第
二
十
条
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
二
条
第
一
号
の
港
湾
及
び
そ
の
水
域
）

第
一
条
　
港
湾
労
働
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
政
令
で
指
定
す
る
港
湾
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
湾
と
し
、
当
該
港
湾
に
係
る
同
号
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
す

る
。

（
法
第
二
条
第
二
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
て
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
船
舶
に
積
み
込
ま
れ
た
貨
物
の
位
置
の
固
定
若
し
く
は
積
載
場
所
の
区
画
又
は
船
積
貨
物
の
荷
造
り
若
し
く
は
荷
直
し

二
　
法
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
行
為
に
先
行
し
、
又
は
後
続
す
る
船
倉
の
清
掃

三
　
船
舶
若
し
く
は
は
し
け
に
よ
り
若
し
く
は
い
か
だ
に
組
ん
で
運
送
さ
れ
た
貨
物
の
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
湾
の
水
域
の
沿
岸
か
ら
お
お
む
ね
五
百
メ
ー
ト
ル
（
東
京
及
び
大
阪
の
港
湾
に
あ
つ
て
は
二
百
メ
ー
ト
ル
）
の
範
囲

内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
区
域
内
に
あ
る
倉
庫
（
船
舶
若
し
く
は
は
し
け
に
よ
り
又
は
い
か
だ
に
組
ん
で
す
る
運
送
に
係
る
貨
物
以
外
の
貨
物
の
み
を
通
常
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
以
下
「
港
湾
倉
庫
」
と
い
う

。
）
へ
の
搬
入
（
上
屋
そ
の
他
の
荷
さ
ば
き
場
か
ら
搬
出
さ
れ
た
貨
物
の
搬
入
で
あ
つ
て
、
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
港
湾
運
送
関
連
事
業
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲

げ
る
行
為
に
係
る
も
の
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
又
は
倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
倉
庫
業
の
う
ち
港
湾
倉
庫
に
係
る
も
の
を
営
む
者

（
以
下
「
港
湾
運
送
関
係
事
業
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
船
舶
若
し
く
は
は
し
け
に
よ
り
若
し
く
は
い
か
だ
に
組
ん
で
運
送
さ
れ
る
べ
き
貨
物
の
港
湾
倉
庫
か
ら
の
搬
出
（
上
屋
そ
の
他
の
荷
さ
ば
き
場

に
搬
入
す
べ
き
貨
物
の
搬
出
で
あ
つ
て
、
港
湾
運
送
関
係
事
業
者
以
外
の
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
貨
物
の
港
湾
倉
庫
に
お
け
る
荷
さ
ば
き
。
た
だ
し
、
冷
蔵
倉
庫
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
貨
物
の
当
該
倉
庫
に
附
属
す
る
荷

さ
ば
き
場
か
ら
冷
蔵
室
へ
の
搬
入
、
冷
蔵
室
か
ら
当
該
倉
庫
に
附
属
す
る
荷
さ
ば
き
場
へ
の
搬
出
及
び
冷
蔵
室
に
お
け
る
荷
さ
ば
き
を
除
く
。

四
　
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
車
両
若
し
く
は
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
（
以
下
「
車
両
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
運
送
さ
れ
た
貨
物
の
港
湾
倉
庫
若
し
く
は
上

屋
そ
の
他
の
荷
さ
ば
き
場
へ
の
搬
入
（
港
湾
運
送
関
係
事
業
者
以
外
の
者
が
行
う
当
該
貨
物
の
搬
入
を
除
く
。
）
又
は
車
両
等
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
べ
き
貨
物
の
港
湾
倉
庫
若
し
く
は
上
屋
そ
の
他
の
荷
さ
ば
き
場
か
ら
の
搬
出
（
港

湾
運
送
関
係
事
業
者
以
外
の
者
が
行
う
当
該
貨
物
の
搬
出
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
冷
蔵
倉
庫
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
貨
物
の
当
該
倉
庫
に
附
属
す
る
荷
さ
ば
き
場
か
ら
冷
蔵
室
へ
の
搬
入
及
び
冷
蔵
室
か
ら
当
該
倉
庫
に
附
属
す
る

荷
さ
ば
き
場
へ
の
搬
出
を
除
く
。

（
法
第
十
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
）

第
三
条
　
法
第
十
三
条
第
一
号
（
法
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
及
び
第
五
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
九
条
（
同
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第

三
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
二
十
条
（
同
法
第
十
八
条
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
（
こ
れ
ら

の
規
定
が
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
第
十
号
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

二
　
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
六
十
六
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
六
十
七
条
の
規
定

三
　
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二
条
の
規
定

四
　
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
五
十
二
条

の
規
定

五
　
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
八
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
二
十
条
の
規
定

六
　
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の

規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定

七
　
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
二
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
の
規
定

八
　
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定

九
　
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条
（
第
一

号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一
号
（
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
十
三
条
の
規
定

十
　
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
労
働
基
準
法
第
百
十
八
条
、
第
百
十
九
条
及
び
第
百
二
十
一
条
の
規
定
並
び
に
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
労
働
安
全
衛

生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
十
九
条
及
び
第
百
二
十
二
条
の
規
定

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港
湾
労
働
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
港
湾
労
働
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
三
条
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
昭
和
六
十
四
年
六
月
三
十
日
と
す
る
。

1



（
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
報
告
）

第
四
条
　
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
促
進
事
業
団
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
報
告
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
十
日
ま
で
に
行
う
も
の

と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
港
湾
労
働
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
特
別
の
会
計
（
以
下
「
特
別
の
会
計
」
と
い
う
。
）
に
係
る
昭
和
六
十
三
年
末

に
お
け
る
収
支
の
状
況

二
　
旧
法
第
五
十
一
条
の
規
定
が
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
特
別
の
会
計
に
お
い
て
経
理
す
べ
き
こ
と
と
な
る
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
収
入
及
び
支
出
の
見
込
み

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
一
一
日
政
令
第
三
七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
一
九
日
政
令
第
二
二
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
一
日
政
令
第
四
〇
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
港
湾
労
働
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
一
〇
日
政
令
第
二
七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
九
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
七
日
政
令
第
三
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
一
六
日
政
令
第
三
五
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
四
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
三
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
四
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
政
令
第
一
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
一
〇
日
政
令
第
二
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
七
日
政
令
第
一
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一
七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
）

港湾

区
域
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東京

東
京
灯
標
（
北
緯
三
五
度
三
三
分
五
八
秒
東
経
一
三
九
度
四
九
分
四
一
秒
）
か
ら
二
五
度
三
〇
分
九
、
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
五
、
三
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
九
〇
度
一
〇
、

六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
（
以
下
「
Ａ
地
点
」
と
い
う
。
）
ま
で
引
い
た
線
、
Ａ
地
点
か
ら
多
摩
川
の
河
口
に
お
け
る
東
京
都
と
神
奈
川
県
と
の
境
界
に
当
た
る
地
点
（
以
下
「
Ｂ
地
点
」
と
い
う
。
）
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
荒
川
口
左
岸
突
端
か
ら
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日

本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
東
日
本
旅
客
会
社
」
と
い
う
。
）
総
武
本
線
荒
川
橋
り
よ
う
に
至
る
同
川
左
岸
の
線
、
同

橋
り
よ
う
か
ら
東
日
本
旅
客
会
社
の
総
武
本
線
、
東
北
本
線
及
び
東
海
道
本
線
に
沿
つ
て
同
線
多
摩
川
橋
り
よ
う
に
至
る
線
、
同
橋
り
よ
う
か
ら
多
摩
川
口
左
岸
突
端
に
至
る
同
川
左
岸
の
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

内
に
あ
る
河
川
（
荒
川
、
旧
中
川
及
び
隅
田
川
を
除
く
。
）
及
び
運
河
の
水
面
、
荒
川
東
日
本
旅
客
会
社
常
磐
線
荒
川
橋
り
よ
う
及
び
隅
田
川
東
日
本
旅
客
会
社
常
磐
線
隅
田
川
橋
り
よ
う
各
下
流
の
河
川
水
面
並
び
に
旧
中
川
水
面

並
び
に
多
摩
川
多
摩
川
大
橋
下
流
の
東
京
都
の
区
域
内
の
河
川
水
面

横浜

Ｂ
地
点
か
ら
Ａ
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
Ａ
地
点
か
ら
二
三
三
度
九
、
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
一
九
度
六
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
〇
四
度
七
、
二
三
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
二
六
度
三
〇
分
一
、
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
神
奈
川
県
横
須
賀
市
夏
島
町
北
端
（
北
緯
三
五
度
一
九
分
四
九
秒
東
経
一
三
九
度
三
八
分
二
七
秒
）

ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
多
摩
川
口
右
岸
突
端
か
ら
東
日
本
旅
客
会
社
東
海
道
本
線
多
摩
川
橋
り
よ
う
に
至
る
同
川
右
岸
の
線
、
同
橋
り
よ
う
か
ら
東
日
本
旅
客
会
社
の
東
海
道
本
線
及
び
根
岸
線
に
沿

つ
て
同
線
中
村
川
橋
り
よ
う
に
至
る
線
、
同
橋
り
よ
う
、
同
橋
り
よ
う
か
ら
堀
川
口
右
岸
突
端
に
至
る
中
村
川
及
び
堀
川
右
岸
の
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
あ
る
河
川
（
帷
子
川
及
び
中
村
川
を
除
く
。
）
及
び
運

河
の
水
面
、
帷
子
川
平
沼
橋
及
び
中
村
川
亀
の
橋
各
下
流
の
河
川
水
面
並
び
に
多
摩
川
多
摩
川
大
橋
下
流
の
神
奈
川
県
の
区
域
内
の
河
川
水
面

名古屋

港
則
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
に
規
定
す
る
名
古
屋
港
の
区
域

大阪

大
阪
北
港
北
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
二
四
秒
東
経
一
三
五
度
二
四
分
九
秒
）
か
ら
一
〇
度
二
、
七
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
一
四
度
七
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
一
八
度
三
〇
分
四
、

七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
五
一
度
三
〇
分
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
一
四
度
五
、
九
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
一
三
〇
度
に
引
い

た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
左
門
殿
川
辰
巳
橋
及
び
中
島
川
中
島
出
来
島
橋
各
下
流
の
大
阪
市
の
区
域
内
の
河
川
水
面
、
東
経
一
三
五
度
二
七
分
三
八
秒
の
線
か
ら
下
流
の
大
和
川
水
面
、
神
崎
川
出
来
島
大
橋
、
淀

川
淀
川
大
橋
及
び
旧
淀
川
渡
辺
橋
各
下
流
の
河
川
水
面
、
正
蓮
寺
川
、
六
軒
家
川
、
木
津
川
及
び
尻
無
川
の
各
水
面
、
土
佐
堀
川
肥
後
橋
及
び
道
頓
堀
川
深
里
橋
各
下
流
の
河
川
水
面
、
住
吉
川
住
之
江
大
橋
、
内
川
放
水
路
古
川

橋
及
び
内
川
堅
川
橋
各
下
流
の
河
川
水
面
並
び
に
西
島
川
、
島
屋
北
入
堀
、
桜
島
入
堀
、
安
治
川
内
港
、
三
十
間
堀
川
、
天
保
山
運
河
、
大
正
内
港
、
福
町
堀
、
三
軒
家
川
及
び
木
津
川
運
河
の
各
水
面

神戸

神
戸
第
七
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
三
四
秒
東
経
一
三
五
度
一
七
分
四
五
秒
）
か
ら
一
〇
度
四
、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
一
七
五
度
九
、
八
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
五
九
度

一
一
、
九
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三
〇
一
度
五
、
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
二
七
〇
度
に
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
、
高
橋
川
高
橋
川
橋
、
新
湊

川
駒
栄
橋
及
び
妙
法
寺
川
古
川
橋
各
下
流
の
河
川
水
面
並
び
に
新
川
運
河
及
び
兵
庫
運
河
の
各
運
河
水
面

関門

港
則
法
施
行
令
に
規
定
す
る
関
門
港
の
区
域
（
根
岳
山
頂
か
ら
太
郎
ケ
瀬
鼻
ま
で
引
い
た
線
、
彦
島

こ
う閘

門
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
を
除
く
。
）
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